
担当課 意見・質問 回答

1 人事課

【質問】
「No.9　職場研修推進員説明会・職場研修」につい
て、次年度に向けた課題等が昨年と同じで、「‥・
年度内に数回周知を行う必要がある。」となってい
ますが、実際に周知は行われたのでしょうか。

　今年度においては、11月、2月に庁内インフォ
メーションにて職場研修に関する周知を行っており
ます。引き続き、３月にも周知を行い、実施率の向
上に努めてまいります。

2
人事課、

自治振興課

【意見】
　ハラスメント防止のためには、市民一人ひとりの
気づきとハラスメントを止める行動力が必要になる
と考えます。近年、『アクティブバイスタンダー』
（被害を軽減する第三者）の役割が重要視されてき
ており、差別は加害者だけでなく、「見て見ぬふり
をする人」や「止められなかった周囲」によっても
維持され、社会的に容認されてしまうことから、具
体的な場面を使って学べる機会があるとよいです。
（防災訓練と一緒）

【人事課】
　次年度以降の職員集合研修等にて学ぶ機会を設け
られるよう、人権担当課と連携を図りながら検討し
てまいります。

【自治振興課】
　ハラスメント防止の取組のなかにアクティブバイ
スタンダーの観点も取り入れてまいります。

3 自治振興課

【質問・意見】
「No.69　セクハラ防止対策の推進」について、
SNSを使っての啓発が主な事業内容のようですが、
このことによって、相談件数、相談内容の変化、認
識の変化、など何か把握できる反応はありました
か。
　人権問題やハラスメントは、特定の場面・特定の
関係性の中で起こることが多いため、不特定多数向
けの啓発だけでは限界があるのではないでしょう
か。

　啓発の効果については、各課相談窓口における相
談状況、内容も参考に把握に努めていきます。
　啓発については、不特定多数向けのほかターゲッ
トを絞った啓発も随時行っています。

4 自治振興課

【意見】
「No.143　国際交流事業（日本語教室補助事業）」
について、昨年の評価から対応策を考えられて、目
標達成に向けて取り組まれ、実績が上がってきたと
ころがよかったと思います。

　国際交流の質向上に向け、引き続き取り組んでま
いります。

5 自治振興課

【質問】
「十里地域課題解決の目標に対する取り組みの成果
と課題」について、2月12日に実施される事業（さ
わやか学級異文化交流）の成果が、実施以前に成果
として書かれていることについて回答をいただきた
いです。

　2月12日のさわやか学級異文化交流には12名が
参加し、ベトナムの生活や文化について講師の方か
らお話を聞いたり、ベトナムの遊びを体験したりし
ました。

6
自治振興課、

幼児課、
学校教育課

【意見】
　若年層の性暴力被害の予防に向けて、ユネスコな
どの国際機関が 2009 年に発表した「国際セクシュ
アリティ教育ガイダンス」に基づく、世界標準の性
教育としての『包括的性教育』についての理解や啓
発を図る施策を講じていただきたいです。子どもを
被害者にも加害者にもさせない、人権教育としての
性教育が求められています。子どもが「自分は大切
な存在だ」と心から思えるように、プライベート
ゾーンや家族も含めた他者との健全な付き合い方
を、子どもとおとなが共に学んでいく取組が重要で
あると考えます。

【自治振興課】
　ジェンダー平等の視点から、性について随時啓発
を行っていきます。

【幼児課】
・就学前保育・教育では人権保育を基盤に一人一人
を大切にし関わることで自尊感情を育んでいます。
自分が好きと思えることが、自分も周りも大切にで
きる心につながると考えています。
・性についての大人の固定概念をアップデートして
いく必要があります。保護者へは園だよりや研修を
通して多様な考え方につながるよう啓発をしていま
す。また、子どもと関わる保育者自身の人権意識が
重要であり学び続けていきます。

【学校教育課】
　引き続き人権教育の視点を各教科の年間指導計画
に組み込み、包括的性教育の教育実践を行います。
また、教職員が人権意識を高めることができる環境
づくりに努め、児童生徒や保護者、地域の方々との
日常の関わりに活かします。
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7 ひだまりの家

【質問】
「No.44　ひだまりの家（福祉事業）」の隣保館デ
イサービスについて、毎週木曜日は美里地域の方が
対象だと思いますが、今後もこの体制での実施継続
を考えていますか。

　ひだまりの家（福祉事業）の隣保館デイサービス
事業は、H31.4.1より「美里の会」が統合され、介
護予防や住民相互の理解及び交流を深めることを目
的に実施しています。実情として、木曜日以外を希
望される美里地域の利用者もいます。今後も利用者
の個々のニーズ等を丁寧に聞きながら、住民相互の
交流がさらに深まるよう図っていきます。

8 ひだまりの家

【意見】
「１年間の成果と課題」について、2行目の「他機関
の連携し、……」は「他機関と連携し、……」の間
違いではないでしょうか。

「他機関と連携し」に訂正します。

9 障がい福祉課

【質問】
「No.69　障がい者の虐待防止に向けた取組の推
進」について、広報とホームページでの啓発が主な
事業内容と読み取れますが、このことによってどの
ような反応があったか把握されていますか。また、
虐待が疑われる事例において、助言、指導を行った
とありますが、これは、広報やホームページでの啓
発によって解った事例ですか。

　虐待が疑われる事例については、支援者や関係機
関から把握して対応したものです。広報などの啓発
がきっかけとなって判明したという事例は今のとこ
ろ把握しておりませんが、障がい者虐待についての
基本的な知識、通報については、一般の方にも関わ
る内容ですので、今後も継続してまいります。

10 長寿福祉課

【意見】
「No.93　認知症施策の充実と高齢者虐待防止の取
り組み」「No.94　地域ふれあい敬老事業補助事
業」「No.96　高齢者の生きがいと健康づくり推進
事業委託事業」「No.100　介護予防事業（いきいき
百歳体操）」「No.101　老人福祉センターの運営委
託事業」について、各事業の目標値を決めて実施さ
れたのはよかったと思います。

　引き続き、目標値を設定し取り組みを推進するよ
う努めます。

11 長寿福祉課

【質問】
「No.100　介護予防事業（いきいき百歳体操）」に
ついて、目標値が「継続支援60団体」となってい
て、今年度の実績では「新規立ち上げ支援2団体5回
訪問で、継続支援が47団体」と昨年を下回っていま
すが、評価は４となっています。年度末までには目
標値や昨年度実績を上回れそうなのでしょうか。

　年度末までに、おおよそ60団体から継続支援の
依頼があり、支援できる見込みです。

12 商工観光労政課

【質問】
「No.23　企業への研修講師派遣」について、目標
値を依頼・訪問ともに4社4回に是正されたのに、本
年度実績はともに2社2回となっています。さらに、
次年度に向けた課題に、このことに関することが書
かれていないのはなぜでしょうか。

　今年度、実績にあげた２社以外にもさらに２社か
ら当課宛に研修講師派遣についての相談がありまし
たが、研修内容をお聞きした上で、人権教育指導員
に研修講師をしていただく方がより適切だと思われ
ましたので、人権擁護課へのつなぎをしました。訪
問企業数や訪問回数を増やすことよりも、効果的な
社内研修となるように企業啓発指導員のスキルアッ
プをはかったり、研修内容にふさわしい講師へのつ
なぎを適切に行うことの方が大切だと考えていま
す。

13 子育て支援課

【質問】
「No.84　母子福祉推進事業」について、令和7年度
は、ひとり親家庭福祉推進員や滋賀県のぞみ会と連
携した相談対応が行われていましたが、令和8年度末
に役が廃止のため、ひとり親家庭の相談先の確保が
市職員の支援員さんで対応はとれていくのでしょう
か。

　ひとり親家庭福祉推進員制度は廃止されますが、
本制度の支援機能は滋賀県、関係機関および市の連
携体制のもとで対応を図っていきます。
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14
発達支援課、

幼児課、
学校教育課

【意見】
　特別支援学級や特別支援学級在籍児童生徒が増え
続けるなかで、合理的配慮は義務であり、それは保
障されなければいけないが、子どもの思いがどれだ
け反映された配慮となっているかに注視していただ
きたいです。日本では、権利保障のために意見を表
明する力が不十分といわれており、障害がある児童
生徒の将来を見据え、子どもの思いを丁寧に聴き
とったうえで支援していただきたいです。また、障
害を社会モデルとして捉え、共に学ぶ教育を基軸に
していただきたいです。

【発達支援課】
　将来に向け、児童生徒自ら意見を表明できるよ
う、児童生徒の達成感につながる適切な配慮と支援
の提供に向け、相談支援を行います。

【幼児課】
　すべての子どもが安心して過ごせる環境づくりを
しています。気になる行動の背景にある要因を探っ
たり、子どもの特性を理解しながら生活しやすいよ
うに工夫し環境調整をしています。

【学校教育課】
　合理的配慮の内容は、本人や保護者と話し合いな
がら個別の教育支援計画（個別の指導計画）に明記
するとともに、定期的に見直しております。引き続
き、インクルーシブ教育の推進に努めてまいりま
す。

15 学校教育課

【質問】
「No.24　人権教育担当者連絡協議会」は年3回実施
され、24年、25年は、①十里まちづくり学習、
フィールドワーク、②現地研修、③取り組み成果・
課題を洗い出し、情報交換や協議という内容でし
た。
　質問１：23年まで3回目はどのような内容でした
か。
　質問２：24年、25年で洗い出された成果と課題に
は、どのようなものがありますか。また、市内校園
の傾向が見られる（ある）のであれば教えてくださ
い。

【質問１】
　県外研修や各種研修での学びの共有、子どもや保
護者、同僚とより一層の人間関係を築くために取り
組んだことについて協議を行いました。
【質問２】
（成果）
・集約シートを活用し、取組の改善に関する具体的
な方策が見出されてきている。
・各校園内、継続的なミニ研修の実施、特にアウト
プットの機会が持たれている。
・人権に関する子ども主体による活動が展開されて
いる。
・人権の取組が通信等にて発信されている。
（課題）
・学んだことや取組の日常生活への発展。
・研修機会や時間の確保等、タイムマネジメントの
難しさ。
以上が、成果や課題として挙がっています。
（傾向）
人権課題が多様化する中、各校園においてもあらゆ
る人権課題を扱った学習が展開されている傾向があ
る。

16 図書館

【意見】
「No.97　高齢者の読書環境整備と社会活動参画」
について、ボランティア活動の機会の提供と大活字
本の購入は、高齢者にとっての読書環境整備と社会
活動参画のよい機会となるので、ありがたいと思い
ます。いつも利用させていただいています。音訳ボ
ランティア養成もすすめてほしいことです。

　今後もボランティア活動の機会の提供と大活字本
の購入は、高齢者の読書環境整備と社会活動参画と
して続けたいと思います。音訳ボランティアの養成
につきましても、引き続き講座を開催したいと考え
ます。

17 人権擁護課

【意見】
「No.15　人権関係団体による啓発などの事業」
「No.18　人権尊重に向けた啓発事業」について、
講師名に敬称を略されている箇所がありますが、敬
称有りで整合させた方がよいです。

　講師名には、敬称をつけることに統一します。
（例：山口達也さん）

18 人権擁護課

【質問】
「No.49　準隣保館会議」について、子どもにつけ
たい力とはどんな力ですか。次年度への課題に「つ
けたい力を毎年検討し」とあるので、気になりまし
た。「No.45　ひだまりの家（教育事業）」の取り
組みでつけたい力は「自己を実現する力」「自立す
るための力」です。

　大きく２つ「解放の力」「自己実現の力」です。
「解放の力」は、差別をなくす生き方、自尊感情、
仲間がいる、「自己実現の力」は、進路意識、生活
習慣、学ぶ力を指標とし、就学前・小・中学校にお
ける具体的な子どもの姿を設定しています。内容を
毎年検討し、次年度に生かしています。
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19 人権擁護課

【意見】
　栗東市では人権講演会が開催されています。市民
全体の方々を対象にした講演会は人権啓発の貴重な
機会であると考えます。テーマや講師の方を選ぶの
も大変だと思いますが、よろしくお願いします。ど
のように参加してくださる人を集めるのか、これも
課題ですが、みんなで知恵を出し合いましょう。

　講演会や講座のテーマについては、多くの人に興
味を持ってもらえるように、さまざまな人権課題を
設定しています。周知については、広報折り込み、
ホームページ、市LINEなどを活用し、テーマに合
わせてチラシの配布場所を変更する等の工夫をして
います。

20 人権擁護課

【意見】
　社会には様々な人権課題が存在しています。人権
を尊重する社会づくりを進めるのに啓発は極めて重
要な取り組みです。人権問題については「知る」
「気づく」「考え、行動する」ことが大切だと思い
ます。
　市の「人権啓発リーダー講座」と「社会人権教育
推進員説明会」（講演も含む）は絶好の場です。前
者については「参加者の多くが教職員」とあり、市
民の参加を促していくことも大切です。一方で特に
若い先生方の参加はとても頼もしいことと考えてい
ます。両方とも大事にしたいですね。「じんけん
ミーティング」については、形態や教材、資料につ
いて色々と考えていただいていると思いますが、例
えば毎年ある「中学生の人権作文コンテスト」の優
秀作品を活用するのもひとつではないかと思いま
す。読んでもらうだけでもいいかもしれません。

　社会人権教育推進員説明会にてミニ研修をするこ
とは、推進員126名の方に啓発ができるという点で
有効であると考えています。
　リーダー講座については、市民や教職員の学びの
場となるよう、様々な人権課題をテーマに、今後も
内容を検討していきます。
　じんけんミーティングについては、多くの自治会
が資料回覧型コースを選択されています。この状況
から、回覧いただく資料内容を充実させる必要があ
ると考えています。人権作文コンテストや人権尊重
推進協議会の啓発作品の優秀作品を、じんけんミー
ティング等の資料として活用することも、今後検討
していきたいと思います。

21
全体を通しての

所感
（人権擁護課）

　目標値が無かったところに目標値が定められるよ
うになって、内部的にも外部的にも評価しやすく
なったと思います。しかし１月や２月の時点で今年
度の実績をまとめるとなると途中段階での実績が記
入されていると思いますので、この時点での目標値
での評価がしにくい所があります。

　各課には、今年度の実績として、１月現在の取組
状況や成果を記載してもらうように依頼したため、
２月～３月の予定は含まない形での実績となった課
が多くありました。各種計画等において各課に年度
実績の作成を依頼する際は、年間の実績見込みが分
かるように実施予定のことも見込みとして実績を取
りまとめ、目標値での評価をするようにしていきま
す。

22
全体を通しての

所感
（人権擁護課）

　事業内容が啓発的なものでは、ホームページとか
SNSの利用とかがよく使われると思いますが、これ
だけで啓発できて、その事業が推進できるものでは
ないと思います。これも併用することはあってもよ
いと思いますが、これだけではいけないと思いま
す。特に人権問題は人と人との問題ですから、直接
的なアプローチも必要なのではないでしょうか。

　全体への周知手段としてホームページへの掲載や
チラシの一斉配布を実施することが多いです。
　チラシ配布の際には、事業内容などもアピールし
ながら依頼するようにしています。今後も顔を合わ
せる機会がある場合、手から手へと渡す案内方法
を、可能な範囲で取り入れていきたいと思います。


